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平成 27 年試験

企　業　法

第Ⅱ回短答式試験問題

1　試験開始の合図があるまで，この問題冊子や筆記用具に触れないで下さい。触れた場合は，
不正受験とみなすことがあります。
2　試験中，使用が認められたもの以外は，すべてかばん等にしまい，足元に置いて下さい。衣類
のポケット等にも入れないで下さい。試験中，使用が認められているものは，次のとおりです。
筆記用具，算盤又は電卓（基準に適合したものに限る。），定規，ホッチキス及び時計（計時機	
能のみを有するものに限る。）
使用が認められたもの以外のものを机上に出している場合は，不正受験とみなすことがあり

ます。試験中においても，試験官が必要と認めた場合には携行品の確認をすることがあります。
3　携帯電話等の通信機器の取扱いについては，試験官の指示に従って下さい。指示に従わない
場合は，不正受験とみなすことがあります。
4　試験官の指示に従わない場合，また，周囲に迷惑をかける等，適正な試験の実施に支障を来
す行為を行った場合は，不正受験とみなすことがあります。
5　不正受験と認めた場合，直ちに退室を命ずることがあります。
6　試験時間は 1時間です。
7　試験開始の合図により，試験を始めて下さい。
8　試験問題及び答案用紙は必ず机上に置いて下さい。椅子や机の下等には置かないで下さい。
9　この問題冊子には，問題 18 問が掲載されており， 1頁から 18 頁までとなっています。
試験開始の合図の後，まず頁を調べて，印刷不鮮明，落丁等があれば黙って挙手し，試験官
に申し出て下さい。
10　答案は配付した答案用紙（マークシート）で作成して下さい。
11　答案作成に当たっては，B又は HBの黒鉛筆（シャープペンシルも可），プラスチック製の
消しゴムを使用して下さい。
12　答案用紙の所定欄に①受験番号②氏名を正しく記入し，かつ，受験番号を正しくマークして
下さい。正しく記載されていない場合には，採点されない場合があります。
13　各問題とも解答は複数の選択肢の中から最も適切なものを一つ選び，答案用紙の解答欄に正
しくマークして下さい。解答欄に複数マークしている場合は，その問題は不正解になります。
14　問題に関する質問には一切応じません。
15　企業法については，試験途中での答案用紙の提出及び試験室からの退室はできません。
16　試験中，やむを得ない事情で席を離れる場合は，挙手のうえ試験官の指示に従って下さい。
17　試験終了の合図とともに直ちに筆記用具を置き，答案用紙を裏返して下さい。試験終了後
に，答案用紙や筆記用具に触れた場合は，不正受験とみなすことがあります。試験官が答案用
紙を集め終わり，指示するまで絶対に席を立たないで下さい。
18　問題冊子は，試験終了後，持ち帰ることができます。

注 意 事 項

満　点　100 点　問題 1， 2， 5， 9〜12，15，17，18 各 6 点
　　　　　　　　問題 3， 4， 6〜 8，13，14，16 各 5 点
時　間　 1時間
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商業使用人に関する次のア〜エまでの記述のうちには，正しいものが二つある。その記

号の組合せの番号を一つ選びなさい。なお，それぞれの記述につき，当事者間に別段の合

意はないものとする。（ 6点）

ア．ある商人により選任された支配人は，当該商人のために他の支配人を選任することが

できない。

イ．商人が支配人に対して与える代理権は，当該商人が支配人の選任登記をすることによ

り発生する。

ウ．物品の販売等を目的とする店舗の使用人は，当該使用人に対して商人が権限を与えて

いないことにつき相手方が悪意である場合を除き，その店舗にある物品の販売等をする

権限を有するものとみなされる。

エ．商人の営業に関する特定の事項の委任を受けた使用人は，当該事項について，一切の

裁判外の行為に加え，一切の裁判上の行為をする権限を有する。

1．アイ	 2．アウ	 3．アエ	 4．イウ	 5．イエ	 6．ウエ

問題 1
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平成27年第Ⅱ回短答式企業法 Ｍ4―6

商法上の問屋に関する次のア〜エまでの記述のうちには，正しいものが二つある。その

記号の組合せの番号を一つ選びなさい。なお，それぞれの記述につき，別段の合意及び慣

習はないものとする。（ 6点）

ア．問屋は，取引所の相場が存しない物品の販売又は買入の委託を受けたとき，委託者に

通知をすることにより，自ら買主又は売主となることができる。

イ．問屋が委託者のために行った販売又は買入について，相手方がその債務を履行しない

場合には，当該問屋は自ら当該債務を履行する責任を負う。

ウ．問屋は，物品の販売又は買入の取次ぎをしたことによって生じた債権の弁済期が到来

しているときは，その弁済を受けるまでは，委託者のために当該問屋が占有する物又は

有価証券を留置することができる。

エ．問屋が物品の販売又は買入の取次ぎをしたとき，委託者の請求がなければ，当該問屋

はその旨の通知を当該委託者に対して発することを要しない。

1．アイ	 2．アウ	 3．アエ	 4．イウ	 5．イエ	 6．ウエ

問題 2
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株式会社の設立（会社法第五編によるものを除く。）時における定款の作成及び変更に関

する次のア〜エまでの記述のうちには，正しいものが二つある。その記号の組合せの番号

を一つ選びなさい。なお，それぞれの記述において，定款は書面で作成されるものとす

る。（ 5点）

ア．株式会社を設立するには，発起人が定款を作成し，その全員がこれに署名し，又は記

名押印しなければならない。

イ．成立後の株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項が定款に定められていない場

合には，発起人は，株式会社の成立の時までに，当該事項を定款に記載しなければなら

ない。

ウ．現物出資財産について定款に記載された価額が相当であることについて証明をした者

がいる場合には，発起人はその者の氏名又は名称を定款に記載しなければならない。

エ．募集による設立において，公証人の認証を受けた定款は，創立総会の決議により変更

することができる。

1．アイ	 2．アウ	 3．アエ	 4．イウ	 5．イエ	 6．ウエ

問題 3
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平成27年第Ⅱ回短答式企業法 Ｍ4―8

株式又は株主の権利に関する次のア〜エまでの記述のうちには，正しいものが二つあ

る。その記号の組合せの番号を一つ選びなさい。（ 5点）

ア．株式会社は，募集株式の引受人が出資の履行を要しない旨を募集事項として定めるこ

とができない。

イ．株主の権利の行使に関し，株式会社から当該株式会社の計算において財産上の利益の

供与を受けた者は，その受けた利益を当該株式会社に返還しなければならない。

ウ．株式会社が全部取得条項付種類株式を株主総会の決議に基づいて取得した場合には，

当該決議において別段の定めをしたときを除き，当該株式会社は取得した当該全部取得

条項付種類株式のすべてを相当の期間内に消却しなければならない。

エ．株主総会において議決権を行使することができる事項に関する定款の定めは，種類株

主総会における議決権の行使にも適用される。

1．アイ	 2．アウ	 3．アエ	 4．イウ	 5．イエ	 6．ウエ

問題 4
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新株予約権に関する次のア〜エまでの記述のうちには，正しいものが二つある。その記

号の組合せの番号を一つ選びなさい。（ 6点）

ア．株式会社が募集新株予約権を株主以外の者に無償で発行するには，その旨の定款の定

めがなければならない。

イ．種類株式発行会社である株式会社は，譲渡制限株式を目的とする新株予約権に係る募

集事項を決定する場合に，当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決

議を要しない旨の定款の定めを置くことができない。

ウ．譲渡制限新株予約権の新株予約権者は，株式会社に対する当該新株予約権の譲渡承認

請求において，当該株式会社が譲渡を承認しない場合には，当該新株予約権を買い取る

者を当該株式会社が指定するよう請求することができない。

エ．株式会社は，当該株式会社が取得することのできる事由につき定めのない新株予約権

を自己新株予約権として取得することができる。

1．アイ	 2．アウ	 3．アエ	 4．イウ	 5．イエ	 6．ウエ

問題 5
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平成27年第Ⅱ回短答式企業法 Ｍ4―10

種類株式発行会社でない公開会社（委員会設置会社を除く。）が招集する株主総会におけ

る株主提案権に関する次のア〜エまでの記述のうちには，正しいものが二つある。その記

号の組合せの番号を一つ選びなさい。なお，それぞれの記述につき，定款に別段の定めは

ないものとする。（ 5点）

ア．株主が一定の事項を株主総会の会議の目的とすることを株式会社に適法に請求した場

合には，当該株式会社の代表取締役は，当該事項を会議の目的として，当該株主総会の

招集通知に記載し，又は記録しなければならない。

イ．一定の事項を株主総会の会議の目的とすることを株式会社に適法に請求した株主が当

該株主総会に出席しなかった場合には，当該株主総会において，当該事項を会議の目的

とすることができない。

ウ．株主が，株主総会において株主総会の目的である事項につき議案を提出するには，当

該株主は， 1株以上の株式を 6箇月前から引き続き保有していなければならない。

エ．ある株主総会において，株主の提案した議案が総株主の議決権の 10 分の 1以上の賛

成を得られなかった場合には，当該株主を含む株主は，当該議案と実質的に同一の議案

を次の事業年度に関する定時株主総会において提出することができない。

1．アイ	 2．アウ	 3．アエ	 4．イウ	 5．イエ	 6．ウエ

問題 6
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株主総会の決議の取消しの訴えに関する次のア〜エまでの記述のうちには，正しいもの

が二つある。その記号の組合せの番号を一つ選びなさい。なお，それぞれの記述における

請求の日は決議の日から 3箇月を超えないものとする。（ 5点）

ア．株主総会において，ある議案に係る決議の方法が定款に違反する場合には，当該議案

につき賛成の議決権を行使した株主は，訴えをもって当該決議の取消しを請求すること

ができない。

イ．会計参与設置会社において，株主総会の決議の方法が著しく不公正である場合には，

当該会計参与設置会社の会計参与は，訴えをもって当該決議の取消しを請求することが

できない。

ウ．委員会設置会社において，株主総会の決議の内容が定款に違反する場合には，当該委

員会設置会社の執行役は，訴えをもって当該決議の取消しを請求することができない。

エ．会計監査人設置会社において，招集の手続に法令違反のある株主総会の決議により会

計監査人が解任された場合には，当該会計監査人は，訴えをもって当該決議の取消しを

請求することができない。

1．アイ	 2．アウ	 3．アエ	 4．イウ	 5．イエ	 6．ウエ

問題 7
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取締役会設置会社（委員会設置会社を除く。）の取締役に関する次のア〜エまでの記述の

うちには，正しいものが二つある。その記号の組合せの番号を一つ選びなさい。なお，そ

れぞれの記述につき，定款及びこれに基づき会社が定める規則等に別段の定めはないもの

とする。（ 5点）

ア．取締役が正当な理由なくして解任された場合には，当該取締役は当該解任によって生

じた損害の賠償を株式会社に請求することができる。

イ．取締役は，株主総会の決議を経ずに，株式会社から賞与を受けることができる。

ウ．特別取締役は，社外取締役の中から選定されなければならない。

エ．特別取締役の互選によって定められた者は，特別取締役による取締役会の決議後，遅

滞なく，当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。

1．アイ	 2．アウ	 3．アエ	 4．イウ	 5．イエ	 6．ウエ

問題 8



9 240527

平成27年第Ⅱ回短答式企業法

平成27年第Ⅱ回短答式企業法 Ｍ4―13

平
成
27
年
第
Ⅱ
回
短
答
式
企
業
法

会計参与に関する次のア〜エまでの記述のうちには，正しいものが二つある。その記号

の組合せの番号を一つ選びなさい。（ 6点）

ア．株式会社の取締役は，その親会社の会計参与となることができない。

イ．委員会設置会社の取締役会は，その決議によって当該委員会設置会社の会計参与を解

任することができる。

ウ．監査役設置会社の会計参与は，その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不

正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは，遅

滞なく，これを株主に報告しなければならない。

エ．委員会設置会社の会計参与の個人別の報酬等は，額が確定しているものでなければな

らない。

1．アイ	 2．アウ	 3．アエ	 4．イウ	 5．イエ	 6．ウエ

問題 9
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監査役に関する次のア〜エまでの記述のうちには，正しいものが二つある。その記号の

組合せの番号を一つ選びなさい。（ 6点）

ア．株式会社の監査役は，その子会社の会計参与を兼任することができる。

イ．株式会社の定款の定めにより監査の範囲を会計監査に限定された監査役は，当該株式

会社の株主が取締役の責任追及の訴えを提起する前に，当該株式会社に対して行う当該

責任追及に係る提訴請求を適法に受けることができる。

ウ．株式会社の定款の定めにより監査の範囲を会計監査に限定された監査役は，会計帳簿

が書面をもって作成されているときは，いつでも，当該書面の閲覧及び謄写をすること

ができる。

エ．監査役は，その職務を行うため必要があるときは，会計監査人に対し，その監査に関

する報告を求めることができる。

1．アイ	 2．アウ	 3．アエ	 4．イウ	 5．イエ	 6．ウエ

問題10
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株式会社の会計帳簿に関する次のア〜エまでの記述のうちには，正しいものが二つあ

る。その記号の組合せの番号を一つ選びなさい。（ 6点）

ア．株式会社は，会計帳簿の閉鎖の時から 10 年間，その会計帳簿及びその事業に関する

重要な資料を保存しなければならない。

イ．株式会社は，会計帳簿の閲覧請求を適法に行った株主が当該株式会社の業務と実質的

に競争関係にある事業を営むものであるときは，当該閲覧請求を拒むことができる。

ウ．株式会社の債権者は，自己の債権を保全するため必要があるときは，裁判所の許可を

得て，当該株式会社の会計帳簿について閲覧を請求することができる。

エ．裁判所は，訴訟の当事者に対し，会計帳簿に関する資料の全部又は一部の提出を，職

権により命ずることができる。

1．アイ	 2．アウ	 3．アエ	 4．イウ	 5．イエ	 6．ウエ

問題11
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連結計算書類に関する次のア〜エまでの記述のうちには，正しいものが二つある。その

記号の組合せの番号を一つ選びなさい。（ 6点）

ア．連結計算書類は，定款に別段の定めがある場合を除き，株主総会の承認を受けなけれ

ばならない。

イ．株式会社は，連結計算書類を定時株主総会の日の 1週間前の日から 5年間，その本店

に備え置かなければならない。

ウ．会計監査人設置会社は，法務省令で定めるところにより，各事業年度に係る連結計算

書類を作成することができる。

エ．委員会設置会社における連結計算書類は，法務省令で定めるところにより，監査委員

会及び会計監査人の監査を受けなければならない。

1．アイ	 2．アウ	 3．アエ	 4．イウ	 5．イエ	 6．ウエ

問題12
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平成27年第Ⅱ回短答式企業法 Ｍ4―17

平
成
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第
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法

社債に関する次のア〜エまでの記述のうちには，正しいものが二つある。その記号の組

合せの番号を一つ選びなさい。（ 5点）

ア．株式会社は，募集社債の総額について割当てを受ける者を一定の日までに定めていな

い場合には，当該募集社債の全部を発行しない旨を，当該募集社債に関する事項として

定めることができる。

イ．持分会社は，社債を発行することができる。

ウ．株式会社は，募集社債の総額が資本金及び準備金の総額を超えない範囲内で，社債の

募集をしなければならない。

エ．社債発行会社は，裁判所の許可を得なければ，社債権者集会を招集することができな

い。

1．アイ	 2．アウ	 3．アエ	 4．イウ	 5．イエ	 6．ウエ

問題13



14 240527

平成27年第Ⅱ回短答式企業法
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法

平成27年第Ⅱ回短答式企業法 Ｍ4―18

持分会社に関する次のア〜エまでの記述のうちには，正しいものが二つある。その記号

の組合せの番号を一つ選びなさい。なお，それぞれの記述につき，定款に別段の定めはな

いものとする。（ 5点）

ア．合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは，設立時の出資の履行に関

する登記，登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は，合

同会社の成立後にすることができる。

イ．持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は，社員の資格に基づく行為

に関しては，行為能力者とみなされる。

ウ．合名会社が当該合名会社の持分を取得した場合には，当該合名会社は，相当の時期に

これを処分しなければならない。

エ．合資会社の有限責任社員は，当該合資会社の業務を執行する権限を有しない。

1．アイ	 2．アウ	 3．アエ	 4．イウ	 5．イエ	 6．ウエ

問題14
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平成27年第Ⅱ回短答式企業法 Ｍ4―19

平
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第
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式
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業
法

種類株式発行会社でない公開会社が当事会社となる吸収合併に関する次のア〜エまでの

記述のうちには，正しいものが二つある。その記号の組合せの番号を一つ選びなさい。� �

（ 6 点）

ア．消滅会社は，吸収合併の効力発生日の前日までに，当該消滅会社の株主総会の普通決

議によって，吸収合併契約の承認を受けなければならない。

イ．存続会社が消滅会社の特別支配会社である場合には，当該消滅会社は，当該消滅会社

の株主総会の決議による吸収合併契約の承認を受ける必要はない。

ウ．吸収合併契約の承認を受けなければならない消滅会社の株主総会において，議決権を

行使することができない株主は，当該消滅会社に対し，自己の有する株式を公正な価格

で買い取ることを請求することができない。

エ．消滅会社に対して株式買取請求をした株主が，当該株式買取請求を撤回するには，当

該消滅会社の承諾を得なければならない。

1．アイ	 2．アウ	 3．アエ	 4．イウ	 5．イエ	 6．ウエ

問題15
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平成27年第Ⅱ回短答式企業法 Ｍ4―20

外国会社に関する次のア〜エまでの記述のうちには，正しいものが二つある。その記号

の組合せの番号を一つ選びなさい。（ 5点）

ア．外国会社がその事業のためにする行為は，会社法上の商行為とはならない。

イ．外国会社は，日本国籍を有する者を日本における代表者として定めなければ，日本に

おいて取引を継続して行うことができない。

ウ．外国会社は，外国会社の登記をするまでは，日本において取引を継続してすることが

できない。

エ．外国会社の登記においては，その設立の準拠法を登記しなければならない。

1．アイ	 2．アウ	 3．アエ	 4．イウ	 5．イエ	 6．ウエ

問題16
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平成27年第Ⅱ回短答式企業法 Ｍ4―21
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次のア〜エまでのうちには，金融商品取引法第二章が定める開示規制の適用除外となる

有価証券が二つある。その記号の組合せの番号を一つ選びなさい。（ 6点）

ア．地方債証券

イ．貸付信託の受益証券

ウ．有価証券投資事業権利等

エ．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券

1．アイ	 2．アウ	 3．アエ	 4．イウ	 5．イエ	 6．ウエ

問題17
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平成27年第Ⅱ回短答式企業法 Ｍ4―22

金融商品取引法上の有価証券の募集の届出に関する次のア〜エまでの記述のうちには，

正しいものが二つある。その記号の組合せの番号を一つ選びなさい。（ 6点）

ア．ストック・オプションとして利用するために，新株予約権証券の発行者である株式会

社が，当該株式会社の取締役を相手方として，当該株式会社の発行する新株予約権証券

の取得勧誘を行う場合には，当該新株予約権証券に係る募集は，内閣総理大臣に募集に

関する届出をしていなくてもすることができる。

イ．発行価額の総額が 1億円未満の有価証券の募集が行われ，その後 1年以内に当該有価

証券と同一種類の有価証券の募集が再度行われる場合，双方の募集の発行価額の総額を

合算した金額が 1億円以上であるが，再度の募集における発行価額の総額が 1億円未満

のときは，当該再度の募集は内閣総理大臣に募集に関する届出をしていなくてもするこ

とができる。

ウ．特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合には，特定投資家等取得有

価証券一般勧誘は，発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し，内閣総理

大臣に届出をしていなくてもすることができる。

エ．時価発行の新株発行において，払込期日の決定前に募集を行う必要がある場合には，

募集に関する事項のうち払込期日を記載しないで有価証券届出書を提出することができ

る。

1．アイ	 2．アウ	 3．アエ	 4．イウ	 5．イエ	 6．ウエ

問題18


